
大綱５　やすらぎある安全なまちづくりの推進

番号 受理月日 受理方法 担当課 件名 提言の要旨 反映状況（要旨） 反映区分

1 5月9日 市政モニ
ター

防災管理室 避難路および避
難所設備の整備
について

避難所の経路や避難
所の設備のバリアフ
リー化について、他
自治体では民間が避
難路の整備をしてい
る例もあることか
ら、当市でも民間で
できるケースがあれ
ば、調整の上、利便
性向上に努めてほし
い。

　避難場所・避難所については、高齢
者、障がい者などの要配慮者へ配慮した
環境の整備が必要であると考えておりま
す。
　また、支援を必要とする方の避難につ
いては、本人同意のうえで自主防災組織
等へ情報を提供し、円滑な避難ができる
よう努めることとしており、「大船渡市
避難所運営マニュアル」でも要配慮者へ
の対応についての記載を盛り込んだとこ
ろです。
　津波・洪水災害時の避難場所及び避難
所については、安全かつ迅速に高い場所
へ避難することが何よりも大切であるこ
とから、市では屋外の高台を第一避難場
所とし、第二避難場所（避難所）につい
ても、津波の浸水のおそれがない市及び
民間の施設を指定しています。このた
め、避難路が坂道や階段などになってい
る箇所が多く存在しています。
　避難経路の増設、改良等によるバリア
フリー化は、費用の問題もあり早急に対
応することは困難ですが、ご要望等があ
れば機会を捉え検討し、順次改善してま
いりたいと考えております。
　ご提言のあった民間の企業、団体等の
ご協力によるバリアフリー化について
も、ご提案等がございましたら、調整の
うえ検討してまいりたいと考えていま
す。

Ｃ

2 5月9日 市政モニ
ター

市民環境課 国道45号ホテル
丸森前Ｔ字路の
交通安全確保に
ついて

国道45号ホテル丸森
前Ｔ字路の左折レー
ン（末崎町方面）
を、宮古市の国道45
号市役所前交差点の
ように常時、一旦停
止の上、左折できる
方式にした方が良い
のではないか。

　国道45号につきましては、国土交通省
三陸国道事務所大船渡維持出張所の管轄
となりますので、今回ご提言のあった交
差点について情報提供いたしました。
　市では今後も、交通安全施設の整備の
ため、各地区からの要望などを取りまと
め、各道路管理者などへ情報提供し、対
応を要請するなどして交通安全に努めて
まいります。

Ｃ

3 8月1日 市民提言箱 水道事業所
建設課

水道施設の外灯
について

末崎町中野地内の水
道施設（配水池）付
近には街灯がなく、
最近はクマの出没も
あり危険なので、外
灯を点灯してほし
い。

  末崎町中野地内の水道施設（配水池）
の屋外照明設備は、夜間作業時の施設管
理のために設置していることから、街路
灯として使用することは、現時点では考
えておりません。
　なお、防犯灯や街路灯の設置について
は、地域からの要望等を踏まえ優先度を
考慮しながら計画的に設置しており、地
域においては電気料や修繕等の維持管理
費用の負担が生じるものであります。今
後、地域とも協議しながら検討してまい
りたいと考えております。

Ｃ

4 9月22日 市政モニ
ター

市民環境課 権現堂交差点に
おける信号機の
改善について

権現堂交差点につい
て、国道45号（立根
町方面）から県道107
号（住田町方面）に
右折する際、対向車
線からの直進車両が
多く、赤信号になっ
ても右折する車がい
るので、矢印式信号
機を設置するなどの
対策をしてほしい。

　信号機の設置につきましては、大船渡
警察署の管轄となりますので、今回ご提
言のあった交差点について情報提供いた
しました。
　市では今後も、交通安全施設の整備の
ため、各地区からの要望などを取りまと
め、各道路管理者などへ情報提供し、対
応を要請するなどして交通安全に努めて
まいります。

Ｃ
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5 1月10日 市政モニ
ター

農林課 末崎地区公民館
の避難路につい
て

ふるさとセンターの
避難路について、２
階ベランダとら旋階
段に連絡タラップが
なく、火災時に１階
から煙が吹き上げて
くると避難が困難に
なるので、対応を検
討してほしい。

　ふるさとセンターで火災が発生した場
合、２階の避難経路は、廊下の突き当た
りにある非常口を経由し、ら旋階段から
外部へ避難するルートとなります。
　ベランダからら旋階段に通じる連絡タ
ラップを設置する場合、タラップの設置
のほかに、現在あるら旋階段にタラップ
から移動するための入口を設置する必要
があり、施設の大規模な改修が必要とな
ることから、現時点では連絡タラップの
設置は考えておりません。
　今後につきましても、避難経路の確保
のための日常点検や定期的な避難訓練を
実施しながら、避難の経路や方法の変更
などの検討を行い、引き続き施設利用者
の安全確保に努めて参りたいと考えてお
ります。

Ｃ


